
青森公立大学大学院学則第２４条第２項に定める博士学位論文の審査等に関する要綱 

平成２４年３月１日制定

 （趣旨）

第１条 この要綱は、青森公立大学大学院学則（平成２１年規程第３号。以下「大学院

学則」という。）および青森公立大学学位規程（平成２１年規程第１１７号。以下「学

位規程」という。）に定めるもののほか、「大学院学則」第２４条第２項及び「学位規

程」第３条第４項に定める博士学位論文（以下「論文博士学位論文」という。）の審

査等に関する必要な事項を定める。

 （論文博士学位論文の審査及び最終試験）

第２条 論文博士学位論文の審査及び最終試験は、「学位規程」第９条第２項（第６条

及び第７条の規定は、前項の学位論文の審査及び最終試験に準用する）に基づいて

行う。

２ 論文博士学位論文の審査は、予備審査と本審査の２段階とする。

（１）予備審査の審査委員会（以下、「予備審査委員会」という。）は、研究科教授会

が選出する主査１名及び副査２名をもって組織する。このうち、主査は、大学院

博士後期課程において「演習Ⅰ・Ⅱ（論文作成研究指導）」を担当する教員とす

る。副査については大学院博士後期課程の授業を担当する専任の教員であること

を必要とする。

（２）本審査の審査委員会（以下、「本査委員会」という。）は、研究科教授会が選出

する主査１名及び副査２名、ならびに研究科教授会で承認された研究科の専任教

員以外の本審査委員２名の計５名をもって組織する。このうち、主査は、大学院

博士後期課程において「演習Ⅰ・Ⅱ（論文作成研究指導）」を担当する教員とす

る。副査については大学院博士後期課程の授業を担当する専任の教員であること

を必要とする。

３ 論文博士学位論文審査の最終試験は、学位論文を中心としてこれに関連する事   

項について、公開で行う。

 （予備審査）

第３条 論文博士学位論文の本審査を受けようとする者は、予備審査に合格している者

でなければならない。

２ 予備審査の申請をする者（以下「予備審査申請者」という。）は、別に定める学位

論文予備審査願に学位論文３通、日本文ならびに英文の論文要旨、履歴書、業績一覧

リスト及び予備審査手数料を添え、研究科教授会の承認を受けて、研究科長を経て、

学長に提出しなければならない。論文要旨、履歴書、業績一覧リストの様式、ならび

に予備審査手数料の額は別に定める。

３ 前項の学位論文は、国際標準図書番号（ISBN）を付された市販の単著であるとと



もに、申請時において発行日から５年以内のものとする。

４ 第２項の学位論文に加えて、予備審査における参考として他の論文（以下「副論文」

という。）を添付することができる。副論文を添える場合は、別に論文目録（様式自

由）を作成したうえで、各３通を提出することとする。

５ 予備審査の申請は、随時受け付ける。

６ 受け付けた学位論文及びその他の書類、ならびに予備審査手数料は、返還しない。

第４条 学長は、前条の規定にある学位論文の提出があったときは、研究科長にその審

査を付託し、研究科長は、学位論文の予備審査を行う。

第５条 予備審査委員会は、申請の受付から３か月以内に当該予備審査を終了し、終了

後最初の研究科教授会に予備審査の合否を文書で報告する。当該文書の様式は別に定

める。

２ 予備審査委員会は、必要に応じて予備審査申請者から説明を求めることができる。

３ 予備審査の結果は、研究科教授会での報告後速やかに、申請者宛に通知する。

 （本審査）

第６条 第４条の予備審査に合格した者に限り、本審査の申請をすることができる。

２ 本審査の申請をする者は、別に定める学位論文本審査願に学位論文２通を、本審査

手数料をそえ、研究科教授会の承認を受けて、研究科長を経て、学長に提出しなけ

ればならない。本審査手数料の額は、別に定める。

３ 本審査の申請は、随時、受け付ける。

４ 受け付けた学位論文、ならびに本審査手数料は、返還しない。

第７条 本審査の申請があったときには、研究科教授会は、本審査申請者の学力の確認

を行う。

２ 学力の確認は、口述または筆記による試験の結果に基づいて行うものとし、研究   

科教授会は、学位論文提出者の学歴、業績等の審査により学力の確認を行い得る場   

合は、試験を省略することができる。

第８条 前条による学力の確認を経て、第６条の申請を受理したときは、学長は、研究

科長にその審査を付託し、研究科長は、第３条の学位論文等および第６条の学位論文

等に基づき、学位論文の本審査及び最終試験を行う。

第９条 本審査委員会は、第６条における提出日から９か月以内に当該本審査を終了す

る。ただし、特別の事情があり、研究科教授会が承認した場合は、審査期間を１年を

限度に延長できる。

２ 本審査委員会は、本審査及び最終試験が終了したときは、その結果を文書で、本   

審査終了後最初の研究科教授会に報告しなければならない。当該文書の様式は別に   

定める。

 （本審査結果の認定）

第１０条 研究科教授会は、前条の報告に基づき、論文博士学位論文の審査及び最終試



験の合否を認定する。

２ 前項の認定をするには、研究科教授会の構成員の３分の２以上の出席を必要とし、   

かつ、出席者の３分の２以上の賛成がなければならない。

 （研究科長の報告）

第１１条 研究科教授会において前条の認定をしたときは、研究科長は、その結果を文

書で学長に報告しなければならない。

 （学位の授与）

第１２条 学長は、前条の報告に基づいて、論文博士の学位を授与すべきものと決定し

た者には別に定める学位記を授与し、学位を授与できない者にはその旨を通知する。 

２ 学位記の授与は、学長が前条の報告を受けた後、最初に行われる学位記授与式に   

おいて行う。

３ 本条の規定により論文博士の学位を授与したときは、学位簿に登録し、文部科学   

大臣に報告する。

 （審査結果の公表・学位論文の公表・学位の名称使用・学位授与の取消し）

第１３条 審査結果の公表・学位論文の公表・学位の名称使用・学位授与の取消しにつ

いては、学位規程第１７条、第１８条、第１９条、第２０条を準用する。

 （その他）

第１４条 この要綱に定めるもののほか、博士学位論文の審査等に関し必要な事項は別

に定める。

附 則

（実施期日）

この要綱は、平成２４年３月１日から実施する。


